
令和７年４月

近畿農政局生産部生産振興課、滋賀県拠点

「令和７年度経営所得安定対策等の概要」（きんき版）における

水田活用の直接支払交付金に係る５年水張り要件の変更について

令和７年１月 30 日、今後の水田政策の見直しの方向性が示され、令和９

年度から根本的に見直すための検討が進められています。

水田活用の直接支払交付金について、交付対象水田に係る「５年水張りの

要件」は、令和９年度以降求めないこととされました。

一方、現行制度では、令和９年度以降、過去５年間連続して水稲の作付け

が行われていない農地について、「たん水管理を１か月以上行い、かつ連作障

害による収量低下が発生していないこと」が確認できれば水稲の作付けが行

われたものとみなすとされていますが、令和７年４月の要綱改正により、「た

ん水管理を１か月以上実施、又は、令和７年度又は令和８年度において、連

作障害を回避する取組を行った場合、水稲の作付けが行われたものとみなさ

れます。

このため、「令和７年度経営所得安定対策等の概要」（きんき版）の「1-4

その他留意事項」の「（３）交付対象にならない水田」（２ページ）について、

以下のとおり変更（下線部）となります。

（抜粋）


